
財形預金規定改定のお知らせ 
 
 

 平素は、当金庫をご利用いただきありがとうござい

ます。 

さて、当金庫では、平成 24 年 3 月 7 日（水）より財

形預金規定を改定いたします。 

 改定後の規定がご入用の方は、店頭窓口までお申し

出ください。 

 
 
 

【改定の対象となる規定】 

 

 

 

 

 

・ 財産形成期日指定定期預金規定 

・ 財形住宅預金規定 

・ 財形年金預金規定 


